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要     旨 

 

１ 作成の背景 

 本提言は、日本の研究評価制度が抱える構造的な課題を分析し、学術の振興、人材育成、

社会との連携に資する評価システムへの具体的な改革方策を提言するものである。現行の

評価制度は、研究者の成果を評価する際、論文数、被引用数、学術誌のインパクトファク

ター（Journal Impact Factor：JIF）などの定量的指標に過度に依存する傾向が強く、研

究活動が本来持つ多様性や創造性を十分に評価できていない。この状況は、研究者の自由

な発想や挑戦意欲を阻害する要因となっている。 

国際的には、2010年代以降、研究評価に関するサンフランシスコ宣言（Declaration on 

Research Assessment：DORA）[1]やライデン声明[2]などの提言を契機として、評価手法の

見直しを求める動きが急速に進展している。近年では、欧州委員会や主要科学団体が主導

する「研究評価改革に関する合意（Agreement on Reforming Research Assessment）」[3]

が成立し、「責任ある研究評価（Responsible Research Assessment：RRA）」という共通概

念の下、評価制度の具体的な改革に向けた議論が活発化している。DORA には 2025 年８月

時点で世界中の 3,486 機関、22,926 名の個人が署名しており1、日本では長らく主要な機

関の署名がなかったが、2023年以降になり、東京大学、理化学研究所、科学技術振興機構

などの機関が署名をするようになった。 

 

２ 現状及び問題点 

 しかし、日本の研究評価は依然として定量的指標の利用やアカウンタビリティ（説明責

任）を過度に重視する傾向があり、数値目標への固執が研究現場の萎縮を招く要因となる

ことが指摘されてきた。加えて、高被引用論文数などの定量的指標に基づく世界ランキン

グにおいて日本の順位が低下しているという圧力も存在し、定量的指標からの脱却と定量

的指標におけるパフォーマンス改善という、相反する要請に直面している状況が、改革の

複雑性を増している。 

日本学術会議は、第 24期及び第 25期にわたり、研究評価の在り方について継続的に検

討を重ねてきた。2021年には、提言「学術の振興に寄与する研究評価を目指して－望まし

い研究評価に向けた課題と展望－」[4]を公表し、定量的評価手法への過度な依存を見直す

とともに、研究の多様性や評価の透明性・信頼性確保の観点から６項目にわたる具体的提

言を行った。これは、日本における研究評価の質的転換を促す初期的な動きとして位置付

けられる。さらに、2023 年にはこの提言を具体化する一歩として、「人文・社会科学の研

究による社会的インパクト～事例調査に基づく評価のあり方の検討～」[5]に関する報告

を取りまとめ、人文・社会科学分野における多様な社会的効果の評価可能性と課題につい

て論じている。 

 
1 以下の DORA署名者一覧のサイトより。https://sfdora.org/signers/（2025年８月 25日アクセス） 
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こうした議論を通じて明らかになったのは、現行の研究評価制度では、研究活動の多様

性、学際性、社会的・経済的インパクトといった側面を適切に評価できておらず、評価制

度の運用が研究者の活動を萎縮させる要因となり得ることである。研究評価の改革や質的

評価の重要性については総論としては広く賛同が得られているものの、実際の評価の現場

において、どのような課題に対して、いかなる新しい評価アプローチがあり得るのかが明

確でないため、改革の実行が進まない状況が続いている。また、研究力を強化するという

喫緊の政策的課題に対して、研究評価改革がいかに貢献し得るのか不明瞭であるため、研

究評価改革の重要性が共有されていない状況にもある。これらの状況は、単なる政策の欠

如ではなく、理念を大学・研究機関、資金配分機関、政府などの関係者間で共有した上で、

現場で実践可能な形へと転換することの課題を示唆している。 

 

３ 提言等の内容 

本提言は、DORAや研究評価推進連合（Coalition for Advancing Research Assessment： 

CoARA）に代表される国際的な潮流、及び日本における研究力の停滞、定量的指標偏重・表

層的評価・短期的成果重視といった現状を踏まえ、研究者個人及び研究プロジェクトに関

する評価の在り方を抜本的に見直すことを目的としている。とりわけ、最も深刻な課題は、

定量的指標偏重がもたらす表層的評価によって研究文化や人事制度（採用・昇進・配分）

の質が損なわれている点である。以上を踏まえ、社会実装との乖離、産業界との連携の不

足、といった課題にも対応すべく、評価制度の改革による具体的な改善策を提示する。 

本提言では、以下の６つの柱に沿って、研究評価制度の抜本的な改善を提案する。 

１．ナラティブ CV（履歴書）の導入：従来の業績リスト偏重の評価を脱し、研究者の多

様な貢献や活動を、記述形式で適切に評価する。 

２．責任あるピアレビューの推進：評価者の資質向上や時間的・制度的支援を前提とし、

信頼性と透明性の高い評価を実現する。 

３．初期キャリア研究者への配慮と支援:若手研究者を対象に、多様な成長機会と挑戦を

支える制度を整備する。 

４．社会的インパクトとエンゲージメントの評価：政策・企業・地域連携など学術外へ

の貢献も評価対象とする。 

５．オープンサイエンス推進に向けた評価：データ共有やプレプリント等の実践を適切

に評価し、透明性と再現性の向上を図る。 

６．制度改革の段階的導入と実証的展開：試行と検証を重ねながら制度を進化させ、持

続可能な評価改革を実現する。 

これらの改善を通じて、単なる定量的指標による測定手段から、研究活動の質や多様な

貢献を重視する多面的な評価手段へと転換することを目指す。研究評価は、研究者の行動、

機関の優先順位、そして研究文化そのものを形づくる強い力を持つ。したがって本提言で

は、評価制度改革を単なる制度改定ではなく、研究文化の変革と、研究者の自由な発想と

挑戦を可能とする環境の再構築として位置付ける。これにより、研究力を論文数や被引用

数といった一面的な指標による定義にとどめず、研究の質・学術的貢献・社会経済的波及
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効果などを含む、多面的かつ包摂的な概念として再定義し、日本の研究の持続的発展と国

際競争力の強化を実現することを目指す。 
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１ はじめに 

(1) 日本の研究評価制度が抱える主要な課題 

日本の研究評価制度は、学術の振興や人材育成、社会との連携など、研究活動の活性

化を十分に考慮した設計となっていないという課題を抱えている。日本学術会議は、こ

れまで継続的に研究評価の在り方について提言を行ってきた[6][7]。直近の第 24 期及

び第 25 期においては、2021 年に提言「学術の振興に寄与する研究評価を目指して－望

ましい研究評価に向けた課題と展望－」[4]を公表し、６項目の提言を行った。 

一連の議論を通じて繰り返し指摘されてきたのは、現行の研究評価制度が、論文数や

被引用数などの定量的指標へ過度に依存することにより、研究者の自由な発想や挑戦を

阻害しかねないという点である。定量的な研究評価が、研究活動の多様性、学際性、社

会的・経済的インパクトといった側面を適切に評価できず、評価制度の運用が研究者の

活動を萎縮させる要因となることが海外でも指摘されている[8][9]。 

もっとも、このような研究評価の改善や質的評価の重要性は広く賛同が得られやすい

一方で、評価の現場において、具体的にどのような課題に対して、いかなる新しい評価

アプローチがあり得るのかが明確でないため、現場での変革は進んでいない。議論が抽

象的な方向性の提示にとどまり、制度設計や現場での運用への具体的展開に結びついて

いない。こうした隔たりを埋めるには、理念や方向性を提示した次の段階として、研究

現場レベルで理念を共有するとともに、実践できる具体的な方法の開発、成功事例の共

有、そして評価者の能力開発が不可欠となる。 

加えて、日本では、文部科学省科学技術・学術政策研究所が発表する自然科学系の高

被引用論文数の世界ランキングにおいて順位が低下しており[10]、研究力を再興すると

いう別の圧力にも直面している。この状況は、上記の理念とは相反して、定量的指標に

おける国際的なパフォーマンスの改善が求められるという状況を生んでいる。 

確かに、国レベルでこのような指標やランキングを見ることは、研究活動や成果の状

況を少数の指標でモニタリングするための一つの方策である。しかし、それらのマクロ

な指標が、機関や研究者個人の評価にそのまま適用されることは問題を生む。例えば、

大学などの機関・組織が申請する競争的資金制度において被引用数上位 10%の論文数な

どが KPI（主要業績評価指標）として設定され、さらに、大学内でも同様の指標が部局

や個人の評価に直結しているケースが見られる。しかし、研究者個人レベルでは、研究

分野や活動形態は多様であり、研究成果の在り方や質の捉え方も一様ではない。また、

教育や管理業務などへの従事状況も個人によって異なり、実際のエフォート配分も多様

である。ミクロレベルになるほど多様性は高まるため、マクロレベルの代表指標をその

ままミクロレベルまで適用することは、研究現場に大きな影響を招く可能性がある。 

したがって、国レベルでの研究力把握や政策立案において、定量的指標が一定の役割

を担うことは確かであるが、個人評価やプロジェクト評価においては、研究の質と多様

性を高めるため、短期的な定量的指標を過度に追求することから脱却し、指標の使用場

面を明確に区分しつつ、質的評価と適切に組み合わせることが不可欠である。このよう

な多面的評価を行うことで、日本の研究力を幅広く再定義し、その下で国際的にパフォ
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ーマンスを示していくような、より広範な戦略的視点を持つ必要がある。 

 

(2) 本提言が目指す具体的な改革方策の目的 

これらの背景を踏まえ、本提言はこれまでの検討を更に発展させ、対象を研究者個人

及び研究プロジェクトに関わる資金配分審査と、大学・研究機関での人事・昇進・プロ

ジェクト評価とする。学術賞や社会的評価は整合性の観点から参照対象とする。一方、

大学や研究機関に対する機関評価及び科学技術政策全体に関する政策・施策の評価は、

本提言では直接的な対象としない。 

本提言の目的は、大学・研究機関の評価実務に見られる定量的指標への過度な依存・

表層的な判断・短期的成果の過大評価といった評価の質の低下（その結果、研究の質向

上に資する評価が十分に機能していないこと）、並びに社会実装との乖離、産業界との接

続の希薄さといった具体的課題に対して、評価制度をどのように改善すべきかを具体的

な方策として提示することにある。これにより改革の実行に対する現場の抵抗感や既存

制度への依存を克服する可能性を提起するものである。 

評価は、単なるパフォーマンス測定の受動的な手段ではなく、研究者の行動、機関の

優先順位、そして研究文化全体を形成する積極的な力を有している。本提言は、研究評

価制度の改革を、研究文化そのものを変革し、研究力の概念を拡大し、研究者の自由な

発想や挑戦を促すための根本的な転換として位置付けている。 

なお、本提言で用いる『研究文化』とは、研究者の行動規範、資金や人事などの制度、

評価の枠組み、組織運営の在り方が相互に影響し合う、制度的慣行や組織的慣性を含む

暗黙の制度構造の集合を指す。すなわち、単なる制度改革にとどまらず、研究者がどの

ような価値観を持って活動し、何が『良い研究』とみなされるかを形成する基盤である。 

 

２ 国際的な研究評価改革の現状 

(1) 研究評価改革に向けた理念の進展と合意形成 

研究評価改革は、2013 年に発表された「研究評価に関するサンフランシスコ宣言

（Declaration on Research Assessment：DORA）」[1]を契機に、国際的に進展してきた。

DORAは、採用・昇進・助成など個別の研究者や研究内容の評価において学術誌のジャー

ナルインパクトファクター（Journal Impact Factor：JIF、学術誌に掲載された論文の

平均被引用数に相当）に過度に依存する研究評価を見直すことを目的としている。2025

年８月時点で、DORAには世界中の 3,486機関、22,926名の個人が署名している。 

DORAの発表以降も、研究評価改革に関連する様々な提言が発表されてきた。これには、

2015年の「研究計量に関するライデン声明（The Leiden Manifesto for Research Met

rics）」[2]、イングランド高等教育資金配分会議（HEFCE）の報告書『メトリクスの潮流

（The Metric Tide）』[11]、そして「学術コミュニケーションにおける多言語使用に関

するヘルシンキ提言（Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Commun

ication）」[12]などが含まれる。これらの提言は、研究評価の在り方に関する新たな視

座を提示し、日本学術会議の 2021年提言[4]にも影響を与えている。 
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こうした国際的な動きは、「責任ある研究評価（Responsible Research Assessment: 

RRA）」という共通の概念の下で議論されるようになった[13]。RRA は、定量的評価への

過度な依存を見直し、多様な研究成果を適切に評価し、透明性と説明責任を確保すると

いう共通の課題意識に基づいている。特に 2020年頃以降の研究評価改革の進展は、オー

プンサイエンス政策と密接に結びついてきたことが特徴である。オープンサイエンスと

は、研究データや成果の公開・共有を通じて、透明性と再現性を高める取組である。オ

ープンサイエンス政策においては、学術論文などの研究成果を無料で公開し、誰もがア

クセスできるようにするオープンアクセス化や、研究データ、ソフトウェア、プレプリ

ントの公開といった科学プロセス全体のオープン化、ピアレビューのオープン化、市民

などの研究者以外とのオープンな協働を推進していくことが課題となっている。このよ

うなオープンサイエンスのパラダイムにおいて、RRA の概念は、価値ある研究成果の定

義を見直し、評価指標の範囲や重み付けを再設計する契機として機能する。具体的には、

JIF の高さのみを理由に商業ジャーナルを選ばないこと、論文だけでなくデータやソフ

トウェア公開を評価指標に含めること、ピアレビューをオープンな場で行うこと、社会

との協働や社会的インパクトを評価基準に含めることなどが求められている。これらの

取組が正当に評価され、奨励されるためには RRAの導入が不可欠であり、これは単なる

行政的な調整ではなく、研究文化の根本的な転換を意味している。 

こうした一連の動きが集約されたのが、2022 年７月に欧州委員会、欧州大学協会

（European University Association：EUA）、Science Europeを中心に発表された「研

究評価改革に関する合意（Agreement on Reforming Research Assessment）」[3]である。

この合意文書では、JIF などのジャーナルベースの指標への依存を廃し、多面的な評価

基準を導入すること、論文以外の成果（データ、ソフトウェア、社会連携活動など）を

正当に評価すること、組織レベルの評価においても個人の多様な貢献を認識すること、

評価の透明性・説明責任を向上することが掲げられた。この合意文書に署名した機関の

国際的な連携体制として「研究評価推進連合（Coalition for Advancing Research 

Assessment：CoARA）」が設立され、2025年８月時点で大学、研究機関、資金配分機関な

ど 857の機関が加盟している2。 

 その後も継続して研究評価改革の提言などは報告され続けており、グローバル・ヤン

グ・アカデミー（Global Young Academy）、インターアカデミー・パートナーシップ

（InterAcademy Partnership）、国際科学会議（International Science Council）が共

同で研究評価改革の国際的動向を分析したレポート[14]や、資金配分機関の国際的ネッ

トワークであるグローバル・リサーチ・カウンシル（Global Research Council：GRC）

が責任ある研究評価を推進するための指針と 11 の次元を提示したレポートなどが公表

され[15]、研究評価改革の動きが国際的な潮流となっている。もっとも、海外での事例

をそのまま日本に適用することは、制度的背景や文化的環境の相違から困難である。し

たがって、国際的な理念や枠組みを参照しつつ、日本の研究現場や制度に即した形で具

 
2 https://coara.eu/agreement/signatories/（2025年８月 25日アクセス） 
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体的な実装方法を検討することが必要である。 

 

(2) 具体的な新たな評価方法実装への動き 

国際的な議論は、すでに理念的な提言の段階を超え、新たな評価方法の開発や実装を

模索するフェーズへと移行している。とりわけ、定量的指標をどのように補完・代替す

るか（責任ある測定基準（Responsible metrics）の開発）、多様な成果をどう可視化し、

評価に取り込むか（データやソフトウェア、社会的活動の評価）、分野ごとの多様性を評

価でどう尊重するか（一律基準ではなく文脈に応じた評価）、質の高いピアレビュー制度

をどう設計・維持するか（専門性・公平性・フィードバックの確保）、新しい評価手法の

実験やパイロット導入をどう進めるか（抽選的要素や AI活用等の試行とその影響・課題

の把握）が国際的な議論となっている。 

DORAは、このような動きを推進するため、当初の「宣言」という位置付けから、2017

年以降は専門スタッフを有する組織となり、国際的キャンペーンやガイドラインの策定

を進めている。「Tools to Advance Research Assessment (TARA) Project」として各国

における優良事例の推進と共有を進めるとともに、ガイドブック「研究機関における RRA

実施のための実践的ガイド」[16]を発行し、改革推進のための具体的手法の共有を図っ

ている。 

また、CoARA には、多様なワーキンググループが組織されて活動を始めている。オー

プンな研究情報のためのインフラ整備、多言語と研究評価、人文学・社会科学の研究評

価、責任ある測定、アカデミックキャリアの多面的評価、若手・中堅研究者の評価、ジ

ェンダー・年齢バイアスへの対応、ピアレビューの在り方と報酬、研究提案評価プロセ

スの改善、社会課題関連の学際研究の評価、組織運営改革と研究評価の整合、実験的手

法による評価の試行、AIやデータ駆動型研究と研究倫理、アクションプランの作成支援

など、極めて幅広いテーマで実務的議論が進められている。 

さらに、研究評価改革を支える基盤整備も進行している。例えば、欧州の主要な研究

機関・資金配分機関が共同で 2024年に発表した「研究情報のオープン化に関するバルセ

ロナ宣言（Barcelona Declaration on Open Research Information）」[17]は、研究評価

に用いる研究情報をオープンかつ公共的に整備する必要性を強調しており、これまで

OpenAlexや OpenAIREなどのデータベースが開発され、無料公開されている[18]。 

 ただし、こうした国際的な動きは必ずしも一様な方策を押しつけているものではなく、

それぞれの大学や機関が取組を進め、相互学習するようになっている。例えば定量的指

標からの転換に伴う評価負担の増大や、研究者コミュニティとの合意形成の難しさや理

解不足による抵抗なども生じることが想定されるため、CoARA では加盟全機関の研究評

価改革計画を共有し、取組やイベントを通じて事例の共有を図っており、DORAでも優良

事例の流布を図っている。我が国においても、こうした情報を踏まえつつ、自国の制度

や研究文化に適合した研究評価改革の在り方を構想することが求められる。 
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(3) 日本における研究評価改革の意義の共有：主要機関の DORA署名事例の分析 

日本では、日本学術会議が提言を発出したものの、海外と比して、研究評価改革に対

する関心や制度的対応はこれまで限定的であった。DORAへの機関署名も、長らく学会等

の数組織にとどまり、大学や国立研究開発法人による署名は見られなかった。欧州等に

おいては研究評価改革の必要性が理念として広く共有されてきた一方、日本では「何の

ために評価改革を進める必要があるのか」という問題意識が、研究現場には十分には共

有されてこなかった。 

こうした状況の中で、2023年に入り、東京大学、科学技術振興機構（JST）、理化学研

究所（RIKEN）、量子科学技術研究開発機構（QST）などの主要機関が、少数ではあるが DORA

に署名し、理解が徐々に広がりつつある。これらの機関が署名した背景や意思決定のプ

ロセスを整理することにより、今後、研究評価改革を検討する他の機関にとっても参考

となる有益な参考事例を記す。 

 

●東京大学の DORA署名とその経緯3 

東京大学における DORA署名検討のきっかけは、DORA Steering Committeeの日本人

メンバーからの提案であった。学術研究懇談会（RU11）での協議を経て学内検討へと

移行し、2021年度から 2023年度にわたって議論が進められた。2021年度には、DORA

署名の意義として、研究評価に関する国際的な共通認識の醸成、「多様な学術の振興」

や「責任ある研究」といった東京大学の理念との整合、電子ジャーナルの購読料・論

文掲載料高騰への対応などが確認された。 

2022年度には各部局への意見照会が行われ、その過程において各部局での議論・意

識醸成が進められた。最終的には、総合大学として学術の多様性を守り発展させるた

めには、多元的な研究評価が求められ、DORAへの全学署名はその一環としてなされる

べきだと確認された。翌 2023年度に部局長と総長との意見交換会、及び全学構成員と

総長との意見交換会が開催され全学的な意識醸成を図り、最終的に 2023年 12月に署

名へと至った。署名に関する広報記事4では、東京大学として「これからも分野の特性

等に応じた多様な観点で研究内容の評価を行うことを、この署名を通じて表明」し、

「研究者の自由な発想に基づく研究の芽を育むためにも意義がある」としている。 

 

●JSTの DORA署名とその経緯5 

 各国の研究資金配分機関ネットワークである GRC が 2020 年に RRA を主要テーマと

した会議を開催し、その後、16か国の研究資金配分機関担当者が参画するワーキング

グループも設置された。JST は、こうした国際的な議論との接続と信頼の獲得を重要

 
3 東京大学の後藤由季子氏及びリサーチ・アドミニストレーター推進室新澤裕子氏へのヒアリングによる

（2024年５月 10日）。DORAのウェブサイトにおいても、東京大学の事例が紹介されている。

https://sfdora.org/case-study/university-of-tokyo/ 
4 https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/actions/dora.html 
5 JSTの金子博之理事へのヒアリングによる（2024年５月 10日）。 
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視し、2023年１月に DORAに署名した。 

 署名により、JST 内部でも RRA に関する認識の共有と議論の喚起、国際的な議論サ

ークルへの参加が進められている。さらに、署名による具体的変化として、CREST 等

のプログラムでは公募において研究実績の記載様式の簡素化が実施されたほか、ナラ

ティブ CVの導入も積極的に検討されている。 

 

これらの事例は、日本において、研究評価改革の目的意識をいかに醸成して広く共有

していくかについて、示唆を与え得るものである。 

第一に、国際的な頭脳循環の観点からは、国際的通用性を有する研究評価制度を整備

することが、日本の研究機関が多様な研究を支援する意思を有しているという信頼を獲

得し、優秀な研究者を惹きつけるための前提条件となる。研究評価の在り方について明

確な意思を示さない場合、海外からは研究環境や人材育成への関心が低いとみなされる

可能性がある。単に国際的な潮流に形式的に追随するのではなく、グローバルな研究人

材獲得競争における日本の魅力を高めるための戦略的な一歩であり、世界トップレベル

の研究者を引きつけ、維持するための不可欠な要素として機能する。 

第二に、オープンサイエンスの進展により、学術情報流通や研究の在り方が大きく変

化している中では、大学・研究機関や資金配分機関は、その推進に向けてインセンティ

ブ設計や環境整備を促進する必要がある。研究評価改革の議論はその契機となる。 

第三に、現在の研究評価改革の議論は、単なる JIFへの是非という狭義の問題にとど

まらない。「出版物に限らず、あらゆる研究成果の価値とインパクトを評価し、その際に

質的指標も考慮すべきである」という広範な理念は、JIF を活用しない分野の研究者に

も、出版物以外の多様な成果を正当に評価するという観点を提供し、研究活動への意欲

と創造性を高める基盤となる。 

第四に、DORAへの署名の検討は、研究評価が研究者に与える影響について、研究者自

身が議論を行う場を提供する契機となる。近年、日本は高被引用論文数などの指標で世

界ランキングの順位を下げており、その対策として国際卓越研究大学制度や地域中核・

特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）のように大学等に定量的指標の設定を課す補

助事業がみられる。しかし、研究評価改革を進めることで、学術界以外から定量的指標

が一方的に適用されるのではなく、研究者コミュニティが研究評価設計に対するオーナ

ーシップを回復し、研究活動を活性化するための評価枠組みを主体的に議論することが

可能となる。 

 

３ 研究評価改革の実装に向けた具体的方策 

 前述のように、海外においては研究評価改革に関する理念的な議論を踏まえた上で、す

でに具体的な方法論の開発や優良事例の共有が進められている。日本においても研究評価

改革の理念を関係者間で共有するとともに、それにとどまるのではなく、既存の研究評価

制度や評価慣行の実態を踏まえた上で、具体的な制度設計につなげていくことが求められ

ている。以下では、日本の制度改革において取り得る実行可能な一連の方策について、７
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つの重点方策に分けて具体的に検討する。 

(1) 定性的評価としてのナラティブ CVの導入 

従来、研究プロジェクトの提案において提出する CV や、時には雇用の際に用いる CV

においても、論文リストのような出版実績や、それが掲載されたジャーナルの JIF、被

引用数、受賞歴といった、外形的なリスト形式で実績を示すことが多く、それらの指標

では現れないような、これまでの研究活動の背景・目的や、多様な形での研究成果や、

人材育成や社会への貢献などの情報は記載されることがなく、多様な能力が評価の対象

として十分に取り上げられてこなかった。このような業績リスト偏重の評価を改めるた

めに、代替アプローチとして注目されているのが「ナラティブ CV」である。 

ナラティブ CV とは、「従来の学術的 CV では十分には表現されにくい、多様な関連ス

キルや経験を含めて反映し、個人の貢献や業績を構造化された文章で記述する CV様式」

である[19]。単なる出版業績リストではなく、業績の意義や背景、教育・社会貢献活動

などを含めて文章で説明することが求められる。英国の王立協会(Royal Society)は、

「Résumé for Researchers」として、「知識の生成」「人材育成」「研究コミュニティへの

貢献」「社会への貢献」の４つのセクションから構成されるナラティブ CVの様式を開発・

提案している。また、英国研究・イノベーション機構（UKRI）、スイス国立科学財団（SNSF）、

リサーチ・アイルランド、オランダ科学研究機構（NWO）などの資金配分機関が、研究プ

ロジェクト提案書などでのナラティブ CVの導入を試みている。 

これまでナラティブ CVの導入効果に関する分析もなされている。ナラティブ CVの導

入は、評価プロセスにおけるバイアスの軽減、不適切なピアレビュー慣行の是正、研究

業績の文脈化、評価対象の拡大、多様性と包摂性の促進など、多面的な効果をもたらす

とされる[16][20][21][22]。例えば、NWO による博士号取得直後の若手研究者を対象と

した国外派遣プログラムにおける査読では、ストーリー性ある CVを通じて、審査員が従

来とは異なる視点から研究活動を評価し、「卓越性」概念そのものの多様化が促され、ア

カデミア外の実務経験をも申請内容を支持するポジティブな要素と判断するようにな

ったという[23]。このように、ナラティブ CVは単なる様式変更にとどまらず、評価者の

判断のフレームワークを変革し、研究貢献の広義な定義を受容するための触媒として機

能する可能性がある。もっとも、叙述の準備には研究者に追加的な負担がかかる[20]一

方、評価者にとっても記述量の増大や比較困難性といった課題が指摘されている[21]。

それでもなお、制度設計や運用改善を通じて、これらの懸念を緩和しつつポジティブな

効果を最大化する余地があると考えられる。 

一方で、ナラティブ CVを導入しただけで評価慣行が直ちに変わるわけではなく、論文

指標中心の「卓越性」概念に強く影響を受け続ける審査員の存在や、主観性の増加に対

する懸念も報告されている。そのため、導入には審査員への説明・研修、パネルの多様

化、評価基準の明確化など、制度設計上の配慮が不可欠である。研究システムと評価の

改善を目指す国際共同研究ネットワークである Research on Research Institute 

(RoRI)は、導入に当たって推奨される５つの教訓として、①適切な審査委員長の選定と

ブリーフィング、②関係者への明確な指示、③評価基準との整合確認、④制度に対する
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抵抗への対話的対応、⑤審査パネルの多様化を挙げており、制度側の柔軟な対応と継続

的な文化的意識付けが成功の鍵であるとしている[24]。 

日本においては、科学研究費助成事業（科研費）や、JSTや日本医療研究開発機構（AMED）

における研究プロジェクト提案様式においては、業績を単にリストにして求めるのでは

なく、広範な研究関連活動や社会的インパクト創出に関する記述を求める欄が既に設け

られており、様式の方向性としてはナラティブ CVと合致している。一方で現行運用にお

いては、定量的指標への過度な依存・表層的評価・短期的成果重視の慣行が残り、記述

情報が文脈に基づく判断へ十分つながっていない。そこで本提言が求めるナラティブ CV

は、既存様式を土台に、①多様な研究成果やスキルの構造化記述、②公平性・多様性・

包摂性の確保、③評価基準とフィードバックの明確化を組み込む。さらに、審査員研修

と基準共有を必須とし、パイロット導入→効果測定→改善のサイクルにより実務と評価

文化への定着を検証する。 

 

(2) 研究の質向上に向けたピアレビューの高度化 

国際的な研究評価改革においては、前述のとおり、定量的指標への依存を見直し、定

性的な評価、特にピアレビューを中心とした質的評価への転換が進められている。日本

においても、大学や研究機関での研究者の採用や昇進時の審査において、定量的指標を

明記させる慣習が残っている例があり、その見直しが求められる。一方で、日本では科

研費を始めとする公的研究費の配分においては、これまでも定量的指標のみに依拠する

ことは少なく、定性的な判断を中心とした評価が行われてきたことも事実である。ただ

し、そうした定性的評価について、日本では、評価の質や厳格性の確保、さらには評価

を通じて研究の質的向上に資する仕組みについて、十分に整備されてきたとは言いがた

い。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を契機として、多くの公的研究費の審査に

おいて審査員同士による対面での審議や、対面でのヒアリング審議が廃止されたままと

なっていることも、審査の質の低下につながっている可能性がある。 

研究プロジェクトの審査の在り方については、米国国立衛生研究所（NIH）のグラント

審査が質的評価の優良実践例としてしばしば参照されてきた6。例えば、R01グラントの

審査は専門分野別審査会により行われ、提出される各申請書は、日本の申請書と比べて

分量が多く、詳細な記述が求められる。これらの申請書の内容を３名程度の審査員が数

日かけて読み込み、書面審査を行う。評価項目は「Significance（研究意義）」「Innovation

（革新性）」「Investigator（研究者の能力）」「Approach（研究計画の妥当性）」

「Environment（研究環境）」の５つであり、それぞれに強みと弱みが記述され、９段階

のスコアが付される。書面審査で約半数の申請書が選ばれ、これらについては、審査員

同士が対面で行うディスカッションを経てパーセンタイルで順位付けされ、予算の範囲

内で上位から採択される。 

 
6 本節については、梅森久視ハーバード大医学部教授へのヒアリングによる。なお、以下の書籍も参照

[46][47]。 
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さらに、NIH では審査員に対して事前のトレーニングが義務付けられており、審査基

準や無意識バイアス排除についてのガイダンスが徹底されている。審査時には、申請者

の過去の業績や評価、著名性に左右されず、あくまでも申請書の内容に基づく判断が求

められる。Scopusや Web of Scienceといった外部データベースによる補助情報は提供

されず、使用も推奨されない。評価はあくまで申請書の構成と内容に即して行う。審査

は合否判定にとどまらず、各申請者に対して詳細なフィードバックが提供される。これ

により、研究計画の改善と研究力向上に資する構造となっている。このように、ピアレ

ビューが単なる資源配分手段ではなく、研究プロジェクトの質向上、ひいては研究者の

能力向上を促す「育成ツール」として機能している点に注目すべきである。日本におい

ても、こうした評価結果のフィードバックや対面審査の復活は、研究計画の質向上に資

すると考えられる。 

また、大学教員の人事評価においても、海外ではピアレビューの制度化が進んでいる。

例えば、ハーバード大学医学部では Assistant Professorの採用に際し、過去の業績指

標よりも今後の研究構想（Statement of Research）や提案内容の将来性が重視されてお

り、論文数や業績にある論文が掲載されたジャーナルの JIFも加味された数値が少なく

ても採用される例がある。昇進審査においても、候補者自身によるナラティブな業績説

明や、学内外の複数の研究者による推薦書を基にした多面的評価が実施される。単一指

標への依存を避けつつ、専門的な判断と熟議に基づいた総合的評価が行われている。こ

うした評価プロセスを支えるインフラとして、民間企業による推薦状提出・共有のオン

ラインシステム（例：Researchfish）なども存在し、評価情報の適切な収集・共有のた

めの技術基盤整備も進展している。 

日本においては、単に定量的評価を抑制して定性的評価の重要性を指摘するだけでな

く、質的評価の構造とプロセスそのものを見直す必要性が示唆される。すなわち、評価

基準の定義や評価観点の明確化、その共有のための審査員トレーニングの制度化、申請

書に基づく熟議、バイアス排除、フィードバックの体系化といった制度整備が不可欠で

ある。これらの仕組みは、評価の透明性と公正性を高めると同時に、創造性と挑戦を支

える土台となる。前項のナラティブ CVは、包括的な評価の「コンテンツ」を提供し、高

度なピアレビューは厳格な質的判断の「プロセス」を提供する。両者は相補的に機能し、

いずれか一方のみの導入では限界があるため、統合的かつ戦略的な実施が求められる。

あわせて、研究評価の質を支えるためには、URA（リサーチ・アドミニストレーター）や

調査専門職など、研究評価を専門とする人材の育成と活用を強化することが不可欠であ

る。専門人材が評価プロセスの設計・実施・検証に関与することで、制度改革の持続性

と実効性を高めることができる。 

このような丁寧なピアレビューの実現には、申請者と審査員の双方に相当な負担がか

かる。そのため、質の高い評価を可能にするためには、研究資金制度そのものの見直し

も不可欠である。現在の日本では、大学への基盤的研究費の減少により、多くの研究者

が複数のプロジェクトを申請せざるを得ない状況にある。財源が限られる状況では、資

金配分機関が採択率を一定程度確保しようとすれば、１件当たりの配分額は申請額より
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下回らざるを得ない。研究者が十分な資金を確保しようとすれば、さらなる申請を行う

必要が生じる。その結果、申請や評価の量が増えて、評価負担が増している。質の高い

ピアレビューを機能させるには、一定の厚みを持つ申請書を丁寧に審査し、適切な資源

配分を行う制度的基盤が必要である。そのために、予算規模の拡充、公募頻度の調整、

採択後の更新方式の見直しといった制度設計の改革も並行して進めていく必要がある。 

あわせて、競争的資金への過度な依存を是正し、大学への基盤的研究費を中長期的か

つ安定的に充実させることが、質の高い研究評価と持続可能な研究活動を支える前提条

件として不可欠である。 

 

(3) 教員・研究者の多様な活動とキャリアに適した評価 

日本のみならず諸外国においても、大学教員や研究者は、研究に加えて教育、臨床（保

健領域）、社会連携、組織内の管理運営など多面的な役割を担っている。しかし、従来の

評価制度は研究業績を偏重する傾向があり、その他の活動が正当に評価されず、大学組

織における役割分担やキャリアパスの多様化を阻害する構造的課題が存在している。日

本学術会議の若手アカデミーが実施した若手研究者調査においても、研究者からは教育

や地域連携・社会貢献活動に力を注いでも十分に評価されていないとの不満が示されて

おり、研究者のモチベーションやキャリア形成に影響を及ぼす要因となっている[25]。 

同様の問題意識の下、オランダでは「研究者の多面的な貢献を認め報奨する」改革と

して、Recognition and Rewards（R&R）プログラムが導入されている。オランダの大学

協会（VSNU）、NWO、王立オランダ科学アカデミー（KNAW）は 2019年に共同報告書「Room 

for everyone's talent: Towards a new balance in the recognition and rewards of 

academics」[26]。を発表し、研究業績だけでなく、教育、社会的インパクト、リーダー

シップなども含めた包括的評価の必要性を提唱した。この理念は、オランダにおける大

学並びに NWO 及び KNAW の機関内にある研究ユニットに対する評価基準（Strategy 

Evaluation Protocol 2021-2027）にも反映され、「Academic Culture（学術文化）」及び

「Human Resource Policy（人材政策）」といった新たな評価要素が加えられた。 

R&Rに基づく大学での実践は、大きくは以下の２つの方向性に分類できる。 

第一に、研究者の多様な役割を認識し、それらを包括的に評価する制度の整備である。

例えばアイントホーフェン工科大学では、2024年から昇進申請時に、教育、研究、リー

ダーシップ、インパクトの４分野に対する従事時間の配分や、自身の役割、将来に向け

たビジョンなどのバイオスケッチの記述が求められ、総合的な観点で昇進可否が判断さ

れる[27]。マーストリヒト大学では、研究、教育、インパクト、リーダーシップに加え

て患者医療（Patient Care）を評価対象とする５領域の「アカデミック・プロファイル」

が導入されており、職階に応じて期待される役割が明示され、評価の透明性・公平性が

高められている[28]。 

第二に、キャリアパスの多様性を前提として、研究者が重点を置く活動を定める方法

である。アムステルダム自由大学では、研究・教育・社会的インパクトの３分野をすべ

て評価対象としつつも、教員が事前に重視する領域を選択して評価する制度が導入され
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ている。エラスムス大学国際社会研究所では、教員を「リサーチ・インテンシブ（研究

重視）」と「リサーチ・アクティブ（教育や社会貢献も含む）」に分類し、それぞれに応

じた評価基準を適用している[29]。さらに、マーストリヒト大学では、研究者のみなら

ず研究支援スタッフも対象としたキャリア開発・研修・報奨の枠組みを導入しており、

大学全体での包括的タレントマネジメントが進められている。 

日本においては、オランダほど定量的指標への依存は顕著ではないとの見方もあるが、

研究室における人材育成や社会貢献などの活動が評価されにくいことがあり、多くの研

究者がこれらの活動に意義を見出して従事しているにも関わらず、それらが昇進や人事

評価に反映されないためにモチベーション低下や人材流出を招いているとの懸念が生

じている。オランダの R&Rアプローチは、研究者の多様な才能を正当に評価し、評価を

単なる業績測定にとどまらず、人材育成及び組織開発戦略の一環として位置付けるもの

である。このアプローチにより、多様な才能と貢献を持つ人材が公平に評価されること

で、学術組織の多様性・包摂性が高まり、研究・教育・社会貢献の各領域における活力

向上と持続可能性が期待される。 

 

(4) 若手研究者の意欲と能力の向上へ資する評価 

将来の学術を担う若手研究者をいかに育成・支援するかは、評価制度設計において一

層重要な課題である。前述のように、若手アカデミーによるアンケート調査では、現状

の研究評価が論文業績競争に過ぎず、多様な学術活動を十全に評価するものとなってい

ない、と考えている可能性が示唆されている[25]。一方、若手研究者育成という視点か

ら新たな取組も始まっている。JSTが 2019年から開始した「世界で活躍できる研究者戦

略育成事業」では、採択された大学に対して若手研究者を評価する手法の開発を求めて

いる。これにより、各大学でユニークな評価手法の試行が進められ、多様な実践事例が

蓄積されつつある。 

例えば、京都大学の「世界視力を備えた次世代トップ研究者育成プログラム（L-

INSIGHT）」では、フェローとメンターとの間で１〜２時間に及ぶ半構造化インタビュー

を実施している。これを通じて、フェローは将来のキャリア像に必要なコンピテンシー

（行動特性）を自ら言語化し、その変化を数年かけて自己評価していく。また、評価と

して運営しているわけではないが、多分野の若手研究者同士やメンターを含め、リトリ

ート形式で定期的に研究発表会を開催することにより、研究者が互いに刺激を与え合う

形成的評価の場も形成されている。 

京都大学以外にも、同事業では広島大学、東北大学、筑波大学、名古屋大学が若手研

究者の評価の仕組みづくりを進めている。各大学は、計画達成や能力形成の状況を示す

様式や評価指標を整備し、成長のプロセスを可視化している。フェローはメンターや URA

との面談・対話を通じてフィードバックを受ける。さらに、リトリートなどの場で互い

に研究成果を発表し合い、相互刺激を通じて能力向上を図るとともに、分野横断的な共

同研究の展開を評価に組み込んでいる。 

このような質的評価手法には複数の効果がある。第一に、フェロー自身がキャリア目
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標を明確化し、キャリアの見通しを自ら設計し、個々の成長に基づく評価軸を構築でき

る点で意義がある。第二に、プログラム運営側が、フェローの視点を通じて育成効果を

把握しやすくなる点が挙げられる。従来の評価では、重要業績評価指標（KPI）として若

手研究者による論文数や被引用数などの定量的指標が使われることが多かったが、これ

らは分野間比較が困難であるとともに、プログラムの介入効果を直接に示すことが難し

い。上記の質的アプローチは、より個別具体的な変化を把握する評価手法として有効で

ある。若手研究者の評価は、雇用継続や資源配分のためのツールにとどまらず、研究者

の能力向上やプロジェクトの質向上を促す「育成ツール」として位置付けるべきである。

柔軟かつ創造的な評価手法を取ることにより、多様なキャリアと人材の可能性を広げる

ことが求められる。 

 

(5) 研究の社会的インパクトと連携活動の評価 

研究活動の評価においては、学術的成果だけでなく、社会・経済・文化・環境など幅

広い領域に及ぼす効果や影響を評価する「社会的インパクト評価」が国際的に広がって

いる。最も参照されているのは、英国の大学研究評価（REF）におけるインパクト評価で

あり、豪州、イタリア、オランダなどでも類似した評価制度が進んでいる。日本でも国

立大学法人評価における研究業績水準判定において評価がなされており、さらに第４期

中期目標期間終了時には、運営費交付金配分における「ミッション実現戦略分」の評価

として社会的インパクト評価が行われる予定である。プロジェクト評価においても、産

業界でのイノベーションを志向する研究プロジェクトでは社会的インパクトに相当す

る評価基準があることは一般的である。それ以外のプロジェクトでも、かつて英国リサ

ーチカウンシルが研究プロジェクト申請に「Pathways to Impact」を求めたように、研

究成果の利用者を明確化し、どのようにインパクトが発現するかの筋道を構想すること

が求められている。 

社会的インパクト評価が進展する中で、結果として現れるインパクトの事後評価だけ

では不十分であるという議論が増しており、インパクトを生む活動を推進する観点から、

インパクトを生むことが期待されるエンゲージメント（ステークホルダーとの連携）や、

インパクト創出を促す組織の戦略や文化、人材育成活動（FDなど）も評価対象とする方

向に展開している。特に新興技術の研究開発の初期段階から潜在的ユーザーやステーク

ホルダーが関与することは、Upstream Engagementや Early-stage Engagementと呼ばれ

る。 

こうした傾向は、保健医療分野において顕著となっている。近年、AMEDや JSTなどが

推進する「研究への患者・市民参画（Patient and Public Involvement：PPI）」や「研

究のコ・プロダクション」といった、研究をアカデミアが独占するのではなく、市民と

の協働による知の創出を目指す動きに表れている。これらはコミュニティ基盤参加型研

究（Community-Based Participatory Research：CBPR）の一形態と位置付けることがで

きる。CBPRとは、研究者と地域社会のステークホルダーが研究の全過程にわたって対等

なパートナーとして協働し、知識の創出と社会変革の両立を目指すアプローチである
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[30]。 

CBPR が有効に機能しているかを評価するためには、現実主義的評価（Realist 

Evaluation）が用いられることがある。これは「文脈（Context）」「メカニズム

（Mechanism）」「成果（Outcome）」の C-M-O構造によるロジックモデルを用いて、介入が

いかにして成果を生むかを分析する[31]。日本の地域医療における 10年間の CBPR事例

では、「知識の獲得」や「信頼関係」が成果を導く重要なメカニズムとなり、医療従事者

の増加や住民活動の活性化といった成果に結びついたと報告されている[32]。さらに、

CBPR では、外部評価に加えて住民自身が評価に参加する「参加型評価（Participatory 

Evaluation）」が重視されており[30]、評価を通じて参加者がプロジェクトの影響を実感

し、新たなスキルや知見を獲得するとともに、次期活動や政策提言へとつなげられてい

る。 

一方で、CBPRの評価は外部要因の影響を受けやすく、目標も多面的であるため、成果

だけの評価では不十分である[33]。これらへの対応として、Beloneら[34]は、文脈、グ

ループの動き、研究・介入の設計、成果の４領域で評価するロジックモデルを提案した。

さらに、信頼・能力・相互学習・権力関係を横断的視点として組み込んでいる。実務で

は、パートナーシップの質を測る Measurement Approaches to Partnership Success 

(MAPS) Questionnaireや、関係構築を支えるファシリテーションガイド（進行手引き）

により、プロセスや関係性の質を可視化できる[35]。したがって、CBPRの評価は、研究

成果の数値だけでなく、共同学習・エンパワーメント・関係構築といった価値を併せて

捉える必要がある。日本の政策（第３期健康・医療戦略[36]、医療分野研究開発推進計

画[37]）でも PPIと共創が位置付けられており、市民参加と共創を進める評価が求めら

れている。 

こうした背景から、今後の研究評価制度においては、量的実績のみならず、社会課題

や国の政策との関連性（relevance）・整合性（consistency）、市民やステークホルダー

の参画度合い、協働実績と共創プロセスの質、研究成果の社会実装への貢献、公共的基

盤の構築や公共的価値の実現などを重視した定性的評価の強化が求められる。 

 

(6) 産業界との連携に対する多元的・プロセス重視の評価 

社会的インパクトの中でも、大学等の学術研究と産業界との連携は、社会実装や技術

移転、実践知の創出の観点から重要性が高い。研究評価においては、短期の可視的成果

（例：企業導出件数、実装達成度等の KPI）だけでなく、中長期の価値創出につながる

プロセスと無形資産を併せて捉える必要がある。具体的には、①目的・役割分担・合意

形成・継続性といった協働プロセス、②人材の往来（クロスアポイントメント）を含む

関係性の質、③共通データ／レジストリ整備、ガバナンス、利用者・患者・市民の初期

段階からの参画（PPI）などである。特に、企業研究者や経験豊富な人材がクロスアポイ

ントメントを通じて大学に参画し、研究・教育に貢献する取組は、研究の多様性と実践

性を高めるうえで有効である。これらを適切に評価するため、機関レベルとともに個人

レベルでも、産学連携に従事する研究者のキャリアパスと動機付けに整合した制度設計



14 

 

（評価指標・事例（ナラティブ）＋定量の複合評価、役割に応じた基準設定、フィード

バックの明確化）を求める。これにより、成果と過程の両面を評価し、持続的な社会実

装と組織的学習を促す。 

一方で、産学連携においても論文数や特許件数といった定量的指標の測定が偏重され

る危惧があり、それでは産学連携の実態や価値の評価が十分に行えないことになる。ま

た、産業界では「顧客の声（Voice of Customer）」を重視するのが一般的であり、産学

連携においても重要な視点である。しかし、大学の基礎的研究と連携する場合には、顧

客があらかじめ設定した開発目標に対して、短期的に市場での成果として可視化される

顕在的なアウトカムと、将来に向けた長期的な潜在価値の、両者のバランスを取るよう

な多元的かつプロセス重視の評価設計が求められる。このような背景から、産学連携の

評価においても、定量的指標だけでなくナラティブ形式を活用した定性的かつ文脈依存

型の評価枠組みが有効であると考えられる。例えば、どのような目的と方向性の下で連

携を行っているか、その継続性や発展性、企業との関係性の質、相互の満足度、さらに

は萌芽的な社会的・経済的インパクトの兆候など、質的側面を適切に捉える視点が不可

欠である。さらに、従来の指標では把握困難な「見えにくい成果」、すなわち信頼関係や

知識の共創、試行錯誤を通じた協働体制の構築といった無形の価値を評価する必要があ

る。無形資産としての“関係性の質”を評価対象に含めることが、イノベーションの持

続的創出につながる。実際、日本製薬工業協会による『製薬協 政策提言 2025』[38]で

は、基礎研究と産業化を橋渡しする持続可能な「産学官エコシステム」の重要性が強調

され、萌芽的技術開発、異分野融合、患者・市民を巻き込んだ共創型連携が、新たな研

究評価の評価軸として提唱されている。 

大学など学術機関においても、優良な産学連携事例をナラティブ形式で文書化・蓄積

し、成功要因や協働プロセスの「見える化」を図ることが重要である。特に、前競争段

階（実用化や市場競争に入る前の研究段階）において大学と複数企業がプラットフォー

ム型で協働する事例については、実践的知見を共有するためにも評価情報の整備と活用

が望まれる。 

今後の研究評価制度においては、こうした定性的・プロセス志向の観点を積極的に取

り入れ、単なる成果物の計測ではなく、協働の質や組織的学習、将来的価値の創出まで

を視野に入れた多元的評価が求められる。産業界との連携に対する評価では、技術移転

件数、実用化プロセスへの貢献度、共同研究契約件数・額、起業支援活動などの定量的・

定性的指標を組み合わせた複合評価が望ましい。 

 

(7) 研究評価手法の実験的導入と情報基盤の整備 

研究評価改革のために、新たな評価方法を実験的に導入して、その効果検証を行うこ

とが国際的に進められている。評価の設計自体に科学的思考を適用しようとするもので

ある。この背景には、現在の研究資金制度と評価が、採択率の低さによる申請・審査コ

ストの増大、中程度の質の申請書の評価困難性、無意識バイアスの影響などの課題を抱

えていることがある。 
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例えば、海外の資金配分機関では、準ランダム配分（あるいはロッタリー・ファンデ

ィング）の実験が行われている。例えば、ニュージーランド保健研究会議の Explorer 

Grantsやフォルクスワーゲン財団の Experiment!では、一定の質的基準を満たした申請

の中から抽選によって選ぶ方法が採用されており、その効果として、革新的な研究やマ

イノリティ研究者の採択の促進が実現されたと報告されている[39]。 

また、別の新たな方法としては、評価への AIの活用がある。評価者の選定支援や、評

価結果の学習による判定の自動化、さらにはオープンピアレビューにおけるコメントの

学習等を通じた判定の自動化の可能性とその懸念が議論されるようになりつつあり

[40][41][42]、我が国においても実験として実施を検討し、その実現可能性と影響や課

題点を検討してもよい。特に AI を活用した評価手法は、透明性・公平性の低下、独創

性・新規性の過小評価、地域・組織文化など文脈の取りこぼしといったリスクを伴う。

したがって導入はあくまで「試行段階」に限定し、検証（効果・副作用）を経て適用範

囲を段階的に判断することが望ましい。 

また、オープンサイエンスの潮流の下、研究評価をオープンな研究情報を用いて行う

ように変革することも求められる。さらに、論文以外の研究成果、すなわち研究データ、

ソフトウェア、社会連携活動等を正当に評価することも求められている。そのためには、

高額な購読料を必要とする商用データベースに基づく研究情報ではなく、公的かつ透明

で誰でも再検証が可能な研究情報基盤の整備が不可欠であり、また、学術論文以外の情

報も整備されることが望まれる。2024年に発表された「研究情報のオープン化に関する

バルセロナ宣言」は、研究評価の在り方を変革するため、研究情報のオープン化と公共

的管理の必要性を強調した[17][18]。同宣言では、透明なインフラとしての研究成果デ

ータベース、商業出版に依存しない流通経路、Persistent ID（永続的識別子）の付与に

よる成果の可視化などが提唱されている。あわせて、cOAlition S（欧州の主要研究資金

配分機関等によるオープンアクセス推進連合）が提唱する Publish–Review–Curate（PRC）

モデル[43]は、まず研究成果を査読前のプレプリントの段階で早期に「Publish（公開）」

し、次にオープンで多様な「Review（査読）」を受け、最後に信頼性や関連性に基づいて

「Curate（整理・評価・提示）」するモデルである。このモデルは、研究者主体の出版・

評価エコシステムを目指すものであり、従来型の雑誌依存評価からの脱却を促している。 

日本学術会議の第７期科学技術・イノベーション基本計画への提言[44]では、日本に

おいても、オープンアクセス、オープンデータ、ソフトウェア公開、プレプリント等を

研究成果として正式に評価対象とする指針の明記が求められる。また、OpenAlex等のオ

ープンで国際通用性の高いデータ基盤と連携し、非論文成果に Persistent IDや適切な

メタデータを付与し、可視化と評価を可能にする制度設計を推進すべきである。オープ

ンサイエンスの理念を研究評価制度に組み込み、研究活動全体の透明性と信頼性を高め

ることで、より多様な研究貢献が認められる持続可能な学術基盤の構築が期待される。 

なお、本提言で述べる研究評価の見直しに際しては、日本学術会議が 2022年に公表し

た回答「研究 DXの推進－特にオープンサイエンス、データ利活用推進の視点から－に関

する審議について」[45]において指摘されているように、データプロフェッショナルや
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研究チーム内でデータの取扱いに特化した役割を担う研究者の貢献が、論文業績にとど

まらない形で適切に評価される仕組みを構築することが不可欠である。 

 

(8) 具体的方策のまとめ 

研究者の創造性を支える研究文化の醸成に向け、本提言では、ナラティブ CVの導入、

ピアレビューの質的向上、責任ある研究評価（RRA）の原則の実装、社会との対話の重視

といった７つの重点方策に焦点を当て、相互に補完し合う具体的改革策を提示した。 

これらの方策は相互に連動しており、例えばナラティブ CV によって多様な成果やプ

ロセスが可視化されることで、ピアレビューは、より文脈に根ざした的確な評価を実現

できるようになる。また、RRA の原則は、制度改革の倫理的基盤であり、社会との信頼

関係を築く上で不可欠な説明責任の土台ともなる。このように、各方策は、個別に機能

するのではなく、互いを補完しながら、制度設計と研究文化の両面において研究環境の

質的転換を促すものである。これらを統合的に実装することで、研究の自由と責任が両

立し、多様性と包摂性に富んだ、持続可能な研究環境の実現が可能となる。 

今後の制度設計においては、重点方策間のこうした連関性を踏まえつつ、現場での実

践可能性と定着性を確保しながら段階的に導入していくための戦略的優先順位付けが

求められる。まずは、研究機関・資金配分機関が、ナラティブ CVや責任あるピアレビュ

ーの試行導入に着手することが望まれる。あわせて、政策担当省庁は、評価指針の見直

しや、支援施策の整備を通じて、各制度・事業への実装展開を主導する必要がある。こ

れらの実行計画や知見は、継続的に関係機関間で共有・記録・申し送りされることが重

要である。 

 

４ 提言 

これまで、第２章では、国際的に研究評価改革が進展し、すでに具体的な評価手法や制

度設計の検討段階に移行していることを確認した。また、日本においても国際連携に向け

た署名や加盟とその取組の萌芽が見られるものの、理念を共有するためには、より具体的

な評価のイメージを持って議論を深める必要があることが分かった。続く第３章では、具

体的な方策に関する国内外の動向を整理し、評価改革の具体的な可能性を提示した。以下

の第４章では、これらの知見を踏まえ、あらためて提言として、理念の共有（提言１）、具

体的な方策や基盤整備（提言２〜５）、そして新たな取組を実験的に試行し効果を検証する

という方法への移行（提言６）を提示する。 

 

提言１ 研究評価改革の理念を学術界と政府・資金配分機関などの間で共有する 

日本の研究評価制度の改革は、単なる制度的な調整にとどまらず、研究文化全体を変革

する営みである。そのためには、研究力の強化や国際通用性の確保を視野に入れ、研究評

価改革の理念を研究者、大学・研究機関、資金配分機関、行政、さらには社会の多様な関

係者間で継続的に共有し、共通理解を醸成することが不可欠である。 

 理念共有のためには、組織内外における双方向的な対話の場を設け、評価者研修やワー
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クショップを通じて、改革の目的と手法への理解を深める取組を強化する必要がある。学

術コミュニティは、社会との建設的な対話を通じて評価の意義と方向性を説明し、主体的

に、評価基準や評価方法等を含む評価枠組みの在り方の検討と提案を行い、その制度化を

進めることで、研究評価という営みが外発的な要請ではなく内発的な文化変容として定着

するよう努めるべきである。 

 

提言２ 定性的な評価を重視する方法を推進し、評価の質や水準を高める 

資金配分機関や大学は、国際的に広がるナラティブ CV などの新たな定性的評価手法の

導入を検討し、従来の定量的指標依存からの転換を図る必要がある。とりわけ資金配分機

関は、評価者育成・審査方法の明確化と共有・審査時間の確保など、まず審査体制を強化

し、その上で、海外の優良事例に倣い、内容の充実した申請書を対象を絞って丁寧に審査

し、熟議に基づく建設的フィードバックを返す方式へと、パイロット導入→効果検証→段

階的拡大の順に移行すべきである。この移行の成否は、審査員トレーニングと評価基準の

共通化にかかっており、その実施を導入要件として位置付ける必要がある。そのためには、

予算額や公募頻度、更新方式、評価者研修などを中長期的視点で見直すことが求められる。 

 また、大学の教員採用・昇進審査においては、過去の業績量ではなく、研究計画の将来

性やナラティブな業績説明を重視するとともに、学内外の複数の研究者による推薦書を基

にした多面的評価などを通じて、その人材が大学や部局の将来発展に不可欠であることを

示す仕組みを整備すべきである。これにより、個々の研究者の潜在力を適切に評価し、長

期的な研究力向上に資する環境を醸成できる。 

 

提言３ 研究者の多様な役割と実績を褒賞し、意欲と能力を高める評価制度を整備する 

研究者は、研究に加えて教育、臨床（保健医療）、社会貢献、組織運営など多様な役割を

担う。にもかかわらず、従来の評価は研究業績を偏重し、これらの活動を十分に可視化・

褒賞してこなかった。定量的指標偏重や表層的評価の背景には、異分野間比較の難しさ、

評価者の専門性確保の困難、評価対象の膨大さなど制度的制約がある。今後は、個人の強

みと多様な貢献を総合的に捉え、被評価者に期待される役割・職務に応じた評価基準に基

づく教員評価制度へ転換する。 

 特に若手研究者については、キャリアビジョンの明確化とその実現を支援する仕組みを

整えるとともに、同世代や異分野の研究者が互いに刺激を与え合う形成的評価を通じて育

成を推進する。これにより、若手研究者が持続的に成長し、創造性と挑戦性を発揮できる

環境を確保できる。 

 

提言４ 研究の社会的インパクトと協働（エンゲージメント）を促進する評価を構築する 

研究の成果は、学術的貢献にとどまらず、社会課題の解決や政策形成、新技術の社会実

装など多方面に及ぶ。産業界へのインパクトに対する評価では、共同研究実施件数や特許

件数といった量的実績だけでなく、社会課題との関連性や政策との整合性、新技術の社会

実装への貢献、共創や公共的基盤構築といった観点からの定性的評価を強化する必要があ
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る。 

さらに、事後的なインパクト評価だけではなく、研究の立案・実施・評価の各段階にお

いて、ユーザーやステークホルダーが主体的に関与する共創（PPI、CBPR など）を通じた

エンゲージメントの評価を促進することが重要である。これにより、研究の社会的意義と

持続性を高め、公共的価値を最大化できる。 

 

提言５ オープンサイエンスを促進する評価指標と研究情報基盤を整備する 

オープンサイエンスの進展に伴い、評価の対象と方法も変革が求められている。新たな

出版モデル（Publish–Review–Curate）や、オープンデータ、ソフトウェア公開、プレプリ

ントなどを含む多様な成果を正当に評価する指標の整備が急務である。 

 あわせて、商用データベースに依存しないオープンな研究情報基盤を構築し、国内外で

の相互運用性を確保することが重要である。これにより、透明性・公平性の高い評価環境

を整え、多様な研究貢献を可視化・承認できる持続可能な学術基盤が形成される。 

 

提言６ 評価制度改革に向けた実験的導入と検証を支援する制度を創設する 

資金配分機関は、国内外の先行事例を参考に、準ランダム配分（ロッタリー・ファンデ

ィング）や AIによる審査支援など、新規性の高い手法を実験的に導入し、その効果や影響

を検証すべきである。ただし、本質的な解決は研究費総額の拡充と評価体制の強化であり、

準ランダム配分や AI 審査支援はその代替とまでなるものではなく、適切な設計の下で課

題の一部を緩和し得る補完的な方策にとどまる。 

実験的導入では、その効果を確認した上で修正していくことを前提に、柔軟な制度設計

と検証サイクルを伴うことが重要であり、このような取組を継続することを通じて、持続

可能で公平かつ革新的な研究評価システムへの移行を加速させることができる。また、こ

のような実験的導入を進めるには、評価制度の設計や評価者育成、データ基盤整備などを

通じて、関係者の能力を高めることが必要である。 
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